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２－⑶	 内定後・入園後の注意事項

❶ 内定を辞退する場合

○	内定した保育園等では、内定した時点で児童の受入れのための準備をすすめています。また、入園を待っている

児童もいます。内定を辞退する意向が決まりましたら速やかに『内定辞退届』（延長保育を辞退する場合は『区立

保育園延長保育辞退届』）の提出が必要です。

○	内定した時点で申込みは失効します。内定を辞退した場合や内定した保育園等からの転園を希望する場合、改め

て利用を希望する場合は、申込書類一式の再提出が必要です。また、内定を辞退した場合は、『保育利用保留通

知書』は発行できません。

○	 12月、1月、2月に内定し辞退した場合、入園日と 4月入園の申込締切日の関係から、再度の申込みは４月２次

利用調整以降となりますのでご注意ください（申込み時点で 12月、１月、２月入園と４月入園以降の申込みをし

ていても、12月、１月、２月に入園した場合、４月入園以降の申込みは失効となります）。

○	利用している保育園等の変更（転園）申請をして内定した場合、いかなる理由があっても元の保育園等に戻るこ

とはできません。

○	辞退の旨が判明した時点で保育課入園相談係より該当の保育園等へお知らせいたします。辞退の取消しはできま

せん。

○	辞退されても今後の利用調整に影響がでることはありません。

辞退されますと、他の入園されたい方の入園機会を狭めることに繋がります。

希望する保育園等は通える範囲内でお選びください。申込み後に保育園等の利用が必要なくなった際は『保育園

等利用申込取下げ書』（P.31参照）をご提出ください。

❷ 内定（入園）の取消しや退園になる場合

指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から入園月までの

期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。

内定後や入園後であっても、提出された書類から申込み時と異なる状況が判明した場合は、変更後の
状況に基づき指数を再算定し利用調整を見直します。その結果、内定を取り消す場合や退園になる可能
性があります。
○	児童の心身状況が申込み時と異なることが判明した場合も、内定を取り消す場合や退園になる可能性があります。

○	入園後も家庭状況の把握を行い、保育の必要性が認められないときや、入園月中に登園が１日もなかった場合は

退園になる可能性があります。

育児休業中の方で復職が難しい場合育児休業中の方で復職が難しい場合

○	保育園等に内定した場合、入園月の末日までに元の勤務先に復職することが必要です。

入園月の末日までに復職しなかった場合は、その月の末日までの利用になります（当月末日付けで退園）。
また、元の就労先に復職せずに転職・退職をした場合も退園になることがあります（P.25、34参照）。

○	復職後 14日以内に『復職証明書』をご提出ください。大型連休を挟む場合など、復職後 14日を超える際は、交

付され次第速やかにご提出ください。

○	入園月の末日までに会社都合により復職できないことが判明した場合には、判明した時点で早急に保育課入園相

談係へご相談ください。申込み時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になることがあります。
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条件外の育児時間・育児短時間勤務等を取得している（取得予定の）場合条件外の育児時間・育児短時間勤務等を取得している（取得予定の）場合

○	入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得する場合は、育児時間・育児短時間勤務等の取得内容が記載された『復

職証明書』等をご提出ください。その際、正規（契約）の就労時間とみなして指数を算定し、入園している場合は、

取得できる日数、時間等に条件があります（P.26 ⑤参照）。

就労内定中の方で就労の開始ができない場合就労内定中の方で就労の開始ができない場合

○	保育園等に内定した場合、入園月の末日までに『就労証明書』に記載の就労日数・時間で就労を開始することが必

要です。入園した月の末日までに就労を開始できなかった場合は、その月の末日までの利用になります（当月末

日付けで退園）。

○	就労開始後 14日以内に『就労開始証明書』をご提出ください。大型連休を挟む場合など、就労開始後 14日を超

える際は、交付され次第速やかにご提出ください。自営業の方は自営業に関する挙証資料を就労開始後１か月以

内にご提出ください（P.17参照）。

○	申込み時に提出した『就労証明書』とは異なる就労先に就労することが判明した場合は、判明した時点で早急に

保育課入園相談係へご相談ください。申込み時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になることがあり

ます。

妊娠（出産）が判明した場合妊娠（出産）が判明した場合

○	出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の６週間前の月の初

日）から出産日の翌日から起算して８週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の保育指数（24点）を適用

します。例えば、６月 10日が出産予定日の場合、たとえ４月中は就労していたとしても、４月入園の利用調整

では出産要件の保育指数（24点）を適用します。

申込み時に申し出がなく、内定（入園含む）した後に妊娠（出産）が判明した場合、内定取消しまたは退
園になることがあります。
注	 ただし、出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合は、産休中も就労の要件を適用し、復職後

の就労日数および時間で指数を算定します（P.27 ⑦参照）。


